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1 ．宅地建物取引業者の状況

①　令和５年３月末（令和４年度末）現在で
の宅地建物取引業者数は、大臣免許が
2,922業者、知事免許が126,682業者で、全
体では129,604業者となっている。
②　対前年度比では、大臣免許が146業者（5.3

％）、知事免許が861業者（0.7％）それぞ
れ増加となっている。全体では1,007業者
（0.8％）増加し、９年連続の増加となった。

【表－１、図－１】

宅地建物取引業法 施行状況調査
（令和4年度）の結果について

国土交通省 不動産・建設経済局

不動産業課 不動産業指導室

適正取引係長 小池　裕之

【表－１】 宅地建物取引業者数の推移（免許種類別・組織別／過去10年間）
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2 ．宅地建物取引士の状況

①　令和４年度の宅地建物取引士資格試験
は、283,856人からの申込みがあり、うち
226,048人が受験し、38,525人が合格してい
る。 【表－２、図－２】

②　令和４年度においては、新たに29,491人
が都道府県知事へ宅地建物取引士資格の登
録をしている。これにより、令和４年度末
時点における宅地建物取引士資格登録者総
数は1,154,979人となっている。

【表－３、図－３】

【図－１】 宅地建物取引業者数の推移（過去20年間）

【表－２】　宅地建物取引士資格試験の実施状況
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【図－２】 宅地建物取引士資格試験の実施状況

【表－３】　宅地建物取引士資格登録者数の推移
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3 ．監督処分等の実施状況

令和４年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行っ
た宅地建物取引業者に対する監督処分の件数は、以下のとおりである。 【表－４、図－４】
⑴　免許取消処分　 63件（対前年度比－30件、32.3％減）

（うち事務所不確知による免許取消件数34件（－16件、32.0％減））
⑵　業務停止処分　 38件（対前年度比＋11件、40.7％増）

⑶　指 示 処 分　 38件（対前年度比－ 4件、9.5％減）

⑷　合　　　　計　139件（対前年度比－23件、14.2％減）

【図－３】 宅地建物取引士資格登録者数の推移

【表－４】　監督処分等件数の推移
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4 ．苦情・紛争相談件数の状況（概要）

令和４年度に国土交通省（地方支分部局及
び沖縄総合事務局を含む。）及び都道府県の
宅地建物取引業法主管部局の本局・本庁（本
課（以下「宅地建物取引業法主管課」とい
う。））並びに都道府県が設置する住宅相談所
等の外部施設にて対応された宅地建物取引業

者の関与する宅地建物取引に関する苦情・紛
争に係る来庁相談件数は、対前年度比＋65件
8.1％増加の871件であった。
なお、このうちの607件については、宅地

建物取引業法主管課にて対応されているもの
である。 【表－５、図－５】

【図－４】 監督処分件数の推移

【表－５】　免許行政庁における来庁相談対応件数（国土交通省・都道府県）
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5 ．取引態様別、要因別 苦情・紛争
相談件数の状況

宅地建物取引業法主管課において取り扱わ
れた607件（対前年度比＋75件、14.1％増加）の
取引態様や要因別での傾向について紹介する。
①　取引態様別　苦情・紛争相談件数

令和４年度に宅地建物取引業法主管課で取
り扱われた607件を取引態様別にみると、「売
買の媒介・代理」に係る紛争が233件（対前

年度比＋７件、3.1％増）で最も多く、次いで、
宅地建物取引業者自らが売主として関与する
「売買」に係る紛争が223件（対前年度比＋48
件、27.4％増）、「賃貸の媒介・代理」に係る
紛争が151件（対前年度比＋20件、15.3％増）
となっている。 【表－６、図－６】

【図－５】 国土交通省及び都道府県において取り扱われた苦情・紛争相談件数の推移

【表－６】 取引態様別　苦情・紛争相談件数推移
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【図－６】 取引態様別　苦情・紛争相談件数推移
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　⑵　「売買」に係る苦情・紛争相談件数

売買に係る苦情・紛争相談件数223件
を物件の種類別にみると、「宅地」に関
するものが98件と最も多く、次いで「土
地付き建物（中古）」に関するものが53

件、「中古マンション」及び「土地付き
建物（新築）」に関するものが29件、「新
築マンション」に関するものが14件とな
っている。 【表－８、図－８】

②　物件別　苦情・紛争相談件数

　⑴　物件別　苦情・紛争相談件数（全体件数）

令和４年度に宅地建物取引業法主管課
で対応された苦情・紛争相談件数607件
を物件の種類別にみると「土地付き建物
（中古）」に関するものが176件と最も多
く、次いで「宅地」に関するものが174件、

「中古マンション」に関するものが165
件、「土地付き建物（新築）」に関するも
のが57件、「新築マンション」に関する
ものが34件、「別荘地」に関するものが
１件となっている。 【表－７、図－７】

【表－７、図－７】 物件別　苦情・紛争相談件数（全体件数）

174 28.7% 158 29.7% 16 10.1%

57 9.4% 58 10.9% -1 -1.7%

176 29.0% 147 27.6% 29 19.7%

34 5.6% 19 3.6% 15 78.9%

165 27.2% 147 27.6% 18 12.2%

1 0.2% 3 0.6% -2 -66.7%

607 100.0% 532 100.0% 75 14.1%

【表－８、図－８】 「売買」に係る苦情・紛争相談件数

98 43.9% 65 37.1% 33 50.8%

29 13.0% 25 14.3% 4 16.0%

53 23.8% 48 27.4% 5 10.4%

14 6.3% 7 4.0% 7 100.0%

29 13.0% 30 17.1% -1 -3.3%

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

223 100.0% 175 100.0% 48 27.4%
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　⑶　 「売買の媒介・代理」に係る苦情・紛

争相談件数

売買の媒介・代理に係る苦情・紛争相
談件数233件を物件の種類別にみると、
「土地付き建物（中古）」に関するものが
91件と最も多く、次いでに「宅地」関す

るものが66件、「中古マンション」に関
するものが44件、「土地付き建物（新築）」
に関するものが22件、「新築マンション」
に関するものが10件となっている。

【表－９、図－９】

【表－９、図－９】 「売買の媒介・代理」に係る苦情・紛争相談件数

66 28.3% 82 36.3% -16 -19.5%

22 9.4% 28 12.4% -6 -21.4%

91 39.1% 68 30.1% 23 33.8%

10 4.3% 7 3.1% 3 42.9%

44 18.9% 38 16.8% 6 15.8%

0 0.0% 3 1.3% -3 -100.0%

233 100.0% 226 100.0% 7 3.1%

　⑷　 「賃貸の媒介・代理」に係る苦情・紛

争相談件数

賃貸の媒介・代理に係る苦情・紛争相
談件数151件を物件の種類別にみると、
「中古マンション」に関するものが92件
と最も多く、次いで「土地付き建物（中

古）」に関するものが32件、「宅地」及び
「新築マンション」に関するものが10件、
「土地付き建物（新築）」に関するものが
６件、「別荘地」に関するものが１件と
なっている。 【表－10、図－10】

【表－10、図－10】 「賃貸の媒介・代理」に係る苦情・紛争相談件数

10 6.6% 11 8.4% -1 -9.1%

6 4.0% 5 3.8% 1 20.0%

32 21.2% 31 23.7% 1 3.2%

10 6.6% 5 3.8% 5 100.0%

92 60.9% 79 60.3% 13 16.5%

1 0.7% 0 0.0% 1 0.0%

151 100.0% 131 100.0% 20 15.3%


